
 

ななえ空き家・空き地バンク登録の流れ 

   

※物件所有者用 

 

ご不明なところやご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 

七 飯 町  都市住宅課  住宅対策係  
〒０４１－１１９２ 北海道七飯町本町６丁目１番１号  

【℡】 ０１３８－６５－５７９４  【mail】 info@town.nanae.hokkaido.jp 

 

❏登録可能物件 ～ 『空き家』現に居住していない良好な管理状態にある一戸建て住宅。 
（近く居住しなくなることが確実であるものを含む） 

         『空き地』市街化区域内で、住宅等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態
にある更地。（近く更地となることが確実であるものを含む） 

❏登 録 期 間 ～ ２年（登録した日から）。 
❏提 出 書 類 ～ 「ななえ空き家・空き地バンク登録申込書」、その他町が必要とする書類。 

❒ 基 本 事 項 

① 所 有 物 件 の 登 録 申 込 

❏町（バンク）のホームページから、「ななえ空き家・空き地バンク登録申込書」をダウンロード・ 
印刷し、必要事項を記入して下さい。 

❏申込書等を町に持参又は郵送により提出して下さい。 

② 現 地 確 認 及 び 調 査 

❏所有者（管理者）の了承のもと、町による現地確認（状況確認・写真撮影）と協力不動産業者に 
よる現地調査を行います。 

❏それぞれ、所有者に立会いをお願いすることがあります。 
 

④ 物 件 情 報 の 公 開 

❏町のホームページにおける公開内容は次のとおりです。 
 ・区分（空き家 or 空き地／売買 or 賃貸） ・所在地 ・価格 ・物件状況 ・位置図 ・写真 等  
❏所有者に係る個人情報については、利用希望者及び協力不動産業者にのみ提供します。 

③ 登 録 可 否 の 決 定 

❏書類審査・現地確認及び現地調査の結果により、バンクへの登録を認める場合、その旨を所有者 
に連絡し、物件情報を町のホームページに登載します。 

❏残念ながら登録を認められない場合、その旨を所有者に連絡します。 
 ※認められない場合とは…管理状態の不良、権利(所有権・抵当権等)関係の不備、媒介契約状況 

各種法令関係 など 

⑤ 利 用 希 望 者 と の 交 渉 ・ 契 約 

❏利用希望者から連絡があった場合、町から所有者にその旨連絡します。所有者からの同意後、連 
絡先等を利用希望者にお知らせします。 

❏情報提供後の交渉・契約等は当事者間(所有者-利用希望者-協力不動産業者)で行っていただきます。 
❏交渉終了後、結果（契約の成否）を町に報告して下さい。 
❏契約成立の場合は、「登録抹消届」を持参又は郵送により町に提出して下さい。 

 

❏登録内容の変更・抹消 ～ 登録物件の内容に変更があった場合は「登録変更届」を、登録物件を抹消し 
たい場合は「登録抹消届」を提出して下さい。 

❏登録物件の更新 ～ 登録から２年が経過した場合、自動的に登録が抹消されます。更新希望の場 
          合は改めて「ななえ空き家・空き地バンク登録申込書」を提出して下さい。 
❏利用希望者等との対応 ～ 利用希望者及び協力不動産業者との間で苦情又は紛争等が発生した場合は、 

当事者間で解決していただきます。 
❏仲 介 手 数 料 ～ 契約時には所定の手数料（宅地建物取引業法の規定額）が必要になります。 

❏ そ の 他 事 項 


